
概要

⑤ その他の措置
・ 地方公共団体は、国による全国的なクラウド活用の
環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラ
ウドを活用して情報システムを利用するよう努める。

・ 国は、標準化のために必要な財政措置を講ずるよう
努めるとともに、地方公共団体が基準への適合を判断
するための支援等を実施

④ 基準に適合した情報システムの利用
・ 地方公共団体が①の事務の処理に利用する情報シ
ステムは、③の省令で定める期間内に基準に適合する
ことが必要

・ ①の事務と一体的に処理することが効率的である場
合に、基準に適合する情報システムの機能等について、
①の事務以外の事務を処理するために必要な最小限
度の追加等が可能

③ 情報システムの基準の策定
・ 所管大臣は、①の事務の処理に利用する情報システムの標
準化のための基準（省令）を策定

・ 内閣総理大臣及び総務大臣は、データ連携、サイバーセキュリ
ティ、クラウド利用等各情報システムに共通の事項の基準（省
令）を策定

・ 策定時に地方公共団体等の意見反映のための措置を実施

① 情報システムの標準化の対象範囲
・ 各地方公共団体における事務の処理の内容の共通性、住
民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率
化の観点から、標準化の対象となる事務を政省令で特定
※ 住民基本台帳（印鑑証明、戸籍謄本を含む。）、介護保険、障害者福祉、就学、地方
税（法人住民税、個人住民税（森林環境税を含む。）、軽自動車税、固定資産税（都市
計画税を含む。）及びこれらに係る収滞納管理）、児童手当、選挙人名簿管理、国民健康
保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育
て支援

② 国による基本方針の作成
・ 政府は、地方公共団体の情報システムの標準化の推進に
ついて、基本方針を作成

・ 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣が、関係行政機
関の長に協議、知事会・市長会・町村会等から意見聴取の
上、方針案を作成

⑥ 施行期日
・ 令和３年９月１日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第40号）の概要

趣旨

国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用によ
り持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システム
の標準化について、基本方針及び地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての基準の策定その他の地方公
共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定める。

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自治体情報システムの
標準化・共通化に係る
手順書

○ 地方公共団体の情報システムの標準化については、以下のとおり行うこととされている。

・「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」及び「地方公共団体情報システム標準化基本
方針」に基づき、住民記録、地方税（※）、福祉など、地方公共団体の主要な２０業務を処理するシス
テムの標準仕様を、関係府省庁が作成する。
※ 対象税目等は、個人住民税（森林環境税を含む。）、法人住民税、固定資産税（都市計画税を含む。）、軽自動車税及びこれらに
係る収滞納管理。

・各事業者は標準仕様に準拠して開発したシステムをガバメントクラウド上に構築し、当該システムを、
地方公共団体が利用する。

・地方公共団体は、令和７年度を目標時期として、標準仕様に適合したシステムへ移行することとされ
ている。

【標準化前】 【標準化後（イメージ）】
X社

A市 B町 C村

個別発注
カスタマイズ

個別発注
カスタマイズ

個別発注
カスタマイズ

Y社 Z社

A市 B町 C村

ベンダ
固定

ベンダ
固定

ベンダ
固定

X社 Y社 Z社
ベンダ間の

移行を円滑化
ベンダ間の

移行を円滑化

標準仕様に基づくシステムを自由に選択

標準仕様書【第1.0版】 【第2.0版】

■地方公共団体の基幹税務システムの標準化に係る全体スケジュール

※毎年の税制改正の内容等を反映するなど、今後も仕様書の改定を行う予定。

地方公共団体における基幹税務システムの標準化等について

【第2.1版】

● ● ●

【第3.0版】

標準準拠システムへの移行（地方公共団体）

●

＊ 地方公共団体情報システム標準化基本方針の変更により、「移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムについては…標準
化基準を定める主務省令において、所要の移行完了の期限を設定」することとされた。 （令和５年９月８日閣議決定）

【第4.0版】
●

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)
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家屋評価に係る実態調査①

【調査概要】
・調査期間：2023年6月16日～2023年7月7日（アンケート形式による調査）
・調査対象団体：全都道府県（不動産取得税担当部局）、全市町村（固定資産税担当部局）

 東京都は、不動産取得税に加え、特別内の固定資産税も担当していることから、重複をさけるため
「市町村（固定資産税）」に含めて「都道府県（不動産取得税）」の集計からは除外した。

・回収率：100％

○ 家屋評価システムの導入の有無

【市町村（固定資産税）】

市町村区分 導入している 導入していない 合計

特別区・政令市 20 1 21

中核市 62 62

その他の市 690 20 710

町村 655 271 926

合計 1,427 292 1,719

 ８割以上の市町村で家屋評価システムを導入。
 導入していない自治体の多くは職員数１～２名の小規模な

自治体であり、年間の評価棟数も少数。

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)
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業務概要全体図（※税務システムの場合）

※黄色は税務に係る事務処理機能。

宛名管理
システム

個人住民税
システム

軽自動車税
システム

法人住民税
システム

固定資産税
システム

課税原票
イメージ
システム

申告支援
システム

宛名情報管理 住登外管理 法人管理

当初課税準備 当初課税 更正

交付 照会 統計

法人住民税
基本情報登録 申告書受付 更正

交付 照会 統計

土地評価
システム

家屋評価
システム

当初課税準備 当初課税 更正

交付 照会 統計

課税客体把握 課税標準額計算 当初課税

証明 減免 統計

収納管理
システム

滞納管理
システム

賦課情報受取 滞納者管理

収納

交付

催告

還付・充当

調査・処分

eLTAX
共通納税
システム

督促

延滞金

交渉・分納

不能欠損

決算・統計

※標準仕様書では税務システムとして必要な宛名管理の管理項目や機能を定義

※土地評価及び家屋評価に係る要件（評価調書
の作成・発行、評価額の計算など）については
標準仕様書の対象外

eLTAX
電子申告
システム

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)
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家屋評価に係る実態調査②

○ 導入している家屋評価システムの状況

○ カスタマイズの具体的な内容

市町村区分
独自評点・
独自補正

評点数の転
用

課税システ
ム等他のシ
ステムとの

連動
比準評価へ
の対応

書類作成機
能 GISとの連動 その他

特別区・政令市 4 4

中核市 14 1 3 5 1 1 3

その他の市 127 12 15 6 6 1 10

町村 61 4 1 1 1 7

合計 206 17 19 12 7 3 24

都道府県 7 1 0 0 0 0 1

市町村区分
カスタマイズ
している

カスタマイズ
してない 合計

特別区・政令市 7 13 20

中核市 26 36 62

その他の市 191 499 690

町村 91 564 655

合計 315 1,112 1,427

都道府県 10 11 21

 約２割の市町村で家屋評価システムをカスタマイズしてお
り、その内容として「独自評点・独自補正の設定」を挙げる
団体が最も多い。 出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)
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家屋評価に係る実態調査③

【選択肢】

① 標準仕様書を活用することにより、システム調達
に係る作業が軽減される

② 互換性のない仕様によるベンダロックイン（他のシ
ステムへの移行が困難になること）の解消、評価基
準等の制度改正に伴うシステム改修を、各自治体で
独自に行う必要がなくなること、複数自治体による共
同利用化等により、システム調達・改修・運用に係る
コストが軽減される

③ 作業プロセスの共通化によって評価内容に係る
自治体間の差が小さくなり、全国的な家屋評価の均
質化が期待できる

④ RPA等を活用した作業の自動化が進み、事務の
効率化が期待できる

○ 家屋評価システムの標準化による一般的なメリットについて（複数回答可）
－市町村回答－

 選択肢③に「そう思う」と回答した市町村の割合が最も
多く、家屋評価システムの標準化に対しては、全国的
な家屋評価の均質化が期待されていることがうかがえ
る。

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)



大阪市の概要
• 面積

225.33㎢

• 人口 約276万人

（昼間人口 約353万人）

・観光スポットとしては、ユニバーサル・
スタジオ・ジャパンが人気です。

・食べ物はたこ焼きや串カツ等が有名です。

梅田市税事務所
京橋市税事務所

弁天町市税事務所

あべの市税事務所

なんば市税事務所

税務部

いっぺん、
来てな！

固定資産税業務
職員数
土地 96名
家屋 186名
（会計年度職員含む）
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家屋評価に係る実態調査④

○ 家屋評価システムの標準化に当たっての心配や貴自治体にとってのデメリット（自由記入）

市町村

独自評
点・独自
補正が使
用できなく

なる

以前評価
した家屋と
の整合性
（納税者
への説
明）

以前の
データが
引き継げ
なくなるの
ではない

か
費用面の

負担

操作方法
習得への
不安（操
作方法・
評価方法
等のサ
ポートの
要望）

評価要領
等の見直

し

未評価家
屋や更正
があった
場合どう
評価する

か

他のシス
テムとの
連動がう
まくいくか

評価基準
見直しの
要望

比準評価
へ対応し
ているか なし その他

特別区・政令市 12 9 1 1 2 2 0 4 4 2 0 4

中核市 32 10 6 4 4 0 2 10 2 4 0 5

その他の市 240 105 42 33 41 10 7 42 6 7 33 29

町村 134 79 14 60 26 1 2 10 5 4 85 33

合計 418 203 63 98 73 13 11 66 17 17 118 71

都道府県 25 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 6

 最も大きな不安は、独自評点・独自補正が使えな
くなるのではないか、といった評価の自由度（所要
の補正）がなくなることに対してであり、また、その
ことにより納税者への説明に苦慮することに対して
も不安に感じる自治体が多かった。

出典：総務省(https://www.soumu.go.jp/)
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大阪市の概要

 納税義務者数：土地 約50万人、家屋 約87万人（Ｒ６概要調書）

 家屋：総棟数 約74万棟、新築棟数 約5千5百棟（Ｒ６概要調書）

 土地：総筆数 約93万筆、分合筆数 約１万５百筆（Ｒ６概要調書）

 令和６年度 市税収入見込：7,939億円

• 個人市民税 2,212億円
• 法人市民税 1,091億円
• 固定資産税・都市計画税

4,011億円
• その他の税 624億円

固定資産税（土地・家屋）に関するデータ

個人市民税

法人市民税

固定資産税・都市計画税

その他の税

課税事務の現状（納税通知書発送まで流れ）

受付から、納税通知書発行ま
での一連作業に紙での処理が
欠かせない！

※ 通知書や申請書など処理対象の多くが紙資料で
あり、手作業による確認・仕分やシステムへの入力
作業を行うため、処理に時間もかかる。

紙資料

手作業による
確認、仕訳

納税通知書
発送

手作業による
入力作業

・登記済通知書
・各種申請書
・借用資料

etc
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基幹システムと地理情報システム（土地）

<基幹システムイメージ> <地理情報システムイメージ（PasCAL）>

基幹システムでは「台帳」の情報を操作するのに対し、地理情報シス
テムは「図形情報」を操作します。

地理情報システム基幹システム

基幹システムと地理情報システム（土地）

台 帳 異 動

画 地 認 定 異 動

評 価 異 動

住 宅 用 地 異 動

賦 課 情 報 異 動

地 図 分 合 筆 等 異 動

地 図 画 地 認 定 異 動

評 価 入 力

評 点 数 情 報

地 図 画 地 認 定 異 動画 地 認 定 異 動① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨
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基幹システムと地理情報システム（土地）

土地編集ツールバーの分筆ボタンを
クリックします。

地積測量図の公共座標（世界測地
系）を用いて地図の変更を行うこと
により、地図の精度の維持、向上に
つながります。

<地理情報システムイメージ（PasCAL）>

基幹システムと地理情報システム（土地）

画地編集ツールバーの画地認定ボタ
ンをクリックします。

土地や評価分割を選択して、画地
認定を行います。

<地理情報システムイメージ（PasCAL）>
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基幹システムと地理情報システム（土地）
地理情報システムに遷移するボタン 《土地評価異動入力画面》 <基幹システムイメージ>

家屋の評価作業・家屋見取図の作成など
家屋所有者からの

借用資料

工 事 見 積 書

竣 工 図

設 備 図 面

構 造 図

登記申請書

表題登記

点検・決裁

求積1階
○○町〇丁目〇番地

エクセル等の
計算ツールで
評価作業

紙で資料作成

紙媒体

紙媒体のまま保管

登記図面から
家屋見取図を作成

計算ツールは紙出力し、その
内容を基に、基幹システムに
評点数を登録。登録内容は紙
出力される。

基
幹

シ
ス
テ
ム

竣工図
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課題（紙媒体で処理することによる問題点）
• 設計図書は色々な部分を同時に広げて確認するため、あ
る程度の作業スペースが必要となる。

•基幹システムに入力後、紙媒体の決議書を出力するため、
資料が多くなる。

•紙資料が多くなり、整理に時間がかかる。
•資料に訂正があった場合、再度、紙出力が必要となる。

評価作業

•評価資料等の紙媒体が全て揃っているかの確認が必要と
なる。

•指摘部分は付箋等を付けて返すことも多いため、消耗品
費がかかる。

•評価作業で出力された紙の決議書を決裁しているため
ペーパーレス化できていない。

点検

決裁

•借用資料は返却するが、評価資料は家屋が存在する間、保
存が必要なため、保管場所を圧迫する。

•古い書類は倉庫に格納されるため、すぐに取り出すことが
できない。

保管

課題解消に向けたDX推進（ペーパレス化）
評価作業

・PCのみで作業ができる。
・修正の際も、PC上で完結。

点検・決裁・保管

見取図

登記
入力票

借用資料

集計表

算出表

・資料がPCの一覧で確認できる。
・整理されているため、資料を探
す手間が省ける。

・保管場所を圧迫しない。

スッキリ！

書類邪魔！

書類も
見ないと！

捗るなぁー

データ

紙よ！さらば！
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登記情報とのオンライン化による自動連携

電子通知

権利に関する登記済通知書

基幹システム

データ送信

自
動
連
携不動産番号をキーにして

登記済通知書と課税台帳
を結び付け、所有権移転
を自動的に処理する。
職員は処理内容を点検す
るのみ。

【台帳】
新所有者
へ更新済

できてる！できてる！

不動産番号と結び付け
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（資料21）

（資料22）






課課税税（（基基幹幹系系））シシスステテムムＧＧＩＩＳＳシシスステテムム















効
率
的
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（資料35）

（資料36）
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■先端技術の多様化


•

•

•
•

•
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（資料37）

（資料38）



課税（補充）台帳

賦
課
処
理

納
税
通
知
書

税
額
計
算

評価額

土
地
・
家
屋
情
報

登記情報
不動産番号、家屋番号
所在地、権利者等
地目・地積
種類・構造・床面積等

現況情報（未登記）

収納管理
システム

滞納管理
システム

(各税共通
システム)

課税客体の把握

登記済通知 航空写真・建築確認等

所有者提供情報
図面・見積書等

現地調査

GISシステム

画地計測
（間口・奥行等）

(路線価設定
シミュレーション)

航空写真判読
異動情報一覧作成

地番現況図更新
(家屋現況図更新)

家屋評価システム（新築家屋）
部分別評価

住民記録システム・宛名システム（市町村共通システム）

• 固定資産税（土地・家屋）の評価・課税事務の流れとシステムの概念図

評点数等

標準化対象シ
ステム

黒太矢印
はデータ連携済
みの処理

標準化対象外
システム

・石田研究ではＢＩＭ
データ活用を想定

・レクパス・オート５は
見積書読取り、資材
拾い出し等を自動化し
評価業務を支援

（凡例）

書面情報又は
デジタル情報
・USB
・オンライン

画地情報等
手入力も

手入力も 手入力も
評価額計算

（課税システム内）

課税（補充）台帳

賦
課
処
理

納
税
通
知
書

税
額
計
算

評価額

土
地
・
家
屋
情
報

登記情報

所在地、権利者等
地目・地積
種類・構造・床面積等

現況情報（未登記）

収納管理
システム

滞納管理
システム

(各税共通
システム)

課税客体の把握

登記済通知 航空写真・建築確認等

所有者提供情報
図面・見積書等

現地調査

GISシステム
（課税システムとシステム連携）

画地計測
（間口・奥行等）

航空写真判読
異動情報一覧作成

住民記録システム・宛名システム（市町村共通システム）

• 固定資産税（土地・家屋）の評価・課税事務の流れとシステムイメージ（大阪市）

標準化対象シ
ステム

黒太矢印
はデータ連携済
みの処理

標準化対象外
システム

（凡例）

画地情報等
評価額計算

（課税システム内）

地番現況図更新

主に手入力

手入力

(
)

路線価設定
シミュレーション

書面情報及び
デジタル情報
（USB）

計算ツール(Excel・新築家屋)
部分別評価

明確
計算

不明確
計算

比準
評価

家屋評価業務

評点数等

（課税
シス
テム
で
計算）
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（資料39）

（資料40）



課税（補充）台帳

賦
課
処
理

納
税
通
知
書

税
額
計
算

評価額

土
地
・
家
屋
情
報

登記情報

所在地、権利者等
地目・地積
種類・構造・床面積等

現況情報（未登記）

収納管理
システム

滞納管理
システム

(各税共通
システム)

課税客体の把握

登記済通知 航空写真・建築確認等

所有者提供情報
図面・見積書等

現地調査

GISシステム

画地計測
（間口・奥行等）

路線価設定
シミュレーション

航空写真判読
異動情報一覧作成

家屋評価システム（新築家屋）
部分別評価

パッケージソフト

住民記録システム・宛名システム（市町村共通システム）

• 固定資産税（土地・家屋）の評価・課税事務の流れとシステムイメージ（塩尻市）

評点数等画地情報等
評価額計算

（課税システム内）

標準化対象シ
ステム

黒太矢印
はデータ連携済
みの処理

標準化対象外
システム

（凡例）

デジタル情報
（オンライン）

ＲＰＡ

地番現況図更新
家屋現況図更新 比準

評価

Excel

自動取込

手入力

不明確
計算

1件ずつ目視
により台帳
データと照合
確認後取込

登記済通知
確認・取込機能

© PASCO CORPORATION
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当社調べ（2024年7月時点）
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（資料51）

（資料52）

© PASCO CORPORATION

固定資産プラットフォーム
（現実世界を再現）

国土交通省PLATEAUのHPより

■今日の話題

•新建材の開発競争と構造システムの高度化
•シェアリングエコノミーの浸透による建築用途の
曖昧化

•改正建築基準法の施工
• BIMによる確認申請の開始
•固定資産評価のオープン化の可能性
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（資料53）

■新建材の開発競争と構造システムの高度化

• 脱炭素を想定した技術開発が盛んに実施され、セメントや鋼
材を使用しない構造の技術開発が盛んに実施されている

• 構造計算ソフトウェアの進歩により、混構造が盛んに採用さ
れている

清水建設：BILMUS（ビルマス）が超高層ビルの
構造を革新, 2024/9/5閲覧
https://www.shimz.co.jp/company/about/news
-release/2022/2022039.html

（出典）大成建設：炭素繊維強化プラスチック
部材「T-CFRP Beam（FR）」を開発・適用, 
2024/9/5閲覧, 
https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2019/1910
09_4805.html

CFT＋
S造

RC造

SRC造

（資料54）

■建築経済におけるシェアリング・
エコノミーの広がり

２０２０年以前から、建築物や公共空間の利活用に関する規制緩和が実施された

〇玄関帳場代替措置

２０１８年６月施行の改正旅館業法により、玄関帳場代替措置が「旅館・ホテル営業」
においても認められるようになった。

〇用途変更の規制緩和

２０１９年６月の建築基準法改正により、用途変更の規制緩和が実施され、建築確認
が必要な特殊建築物の規模が100平米から200平米に引き上げられた。

〇歩行者利便増進道路指定制度

２０２０年１１月に道路法等を改正し、新たに「歩行者利便増進道路」が創設され、道
路空間の利用に関する規制緩和が行われた。

〇住居地域へのシェアオフィスの設置許可への技術的助言

新型コロナウイルス感染症の拡大をふまえ、在宅勤務を推進するために、２０２１年６
月に国土交通省住宅局市街地建築課長名で各都道府県建築行政主務部長当てで、
第一種低層住居専用地域などにシェアオフィス等の立地に係る建築基準法第48条
の規定に基づく許可の運用について技術的助言が行われた。
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（資料55）

（資料56）

■不動産とサービスの分離
• 用途が画一的に定められたのは、不動産オーナーやテナントと建物
内部で提供されるサービスの主体が一体の場合に実行できる

• 不動産が空間を提供し、その内部で提供されるサービスがサービ
ス・プロバイダーにより外部化され、利用者側がサービスを選べるよ
うになってくると、用途の区分が不明瞭化する

土地

建物

会社組織

社食

社員

土地

建物

シェアオフィス・プロバイダー

飲食サービ
ス

社員

郵便・電
話取次

会議室
管理 清掃 ネット

ワーク

フード
デリバリー 移動販売

協働会社 会員

従来の自社ビル シェアオフィス

■建築基準法の改正
• 建築基準法が大きく改正され、木造建築に認められて
いた審査省略の対象が大きく縮小される

• 事実上、木造と非木造の審査基準が統一される

（出典）国土交通省住宅局 改正建築基準法について
https://www.mlit.go.jp/common/001576404.pdf
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（資料57）

■BIMによる確認申請の開始
• 建築確認において2025年よりBIM図面審査が実施され

ることになった

出典：国土交通省：建築BIMの将来像と工程表 ロードマップ, 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001603587.pdf, 2024/3/31閲覧

（資料58）

■BIMデータを前提とした固定資産評価

• BIMデータを基に、建築コストの算出だけでなく、CO2排出量の推
定なども兼用されると予測される

• 材種や建材ごとの評点数が連動すれば設計段階での固定資産
評価が可能になるかもしれない

設計者・施工者 自治体

所有者
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（資料59）

（資料60）

■BIMデータの構造
• BIMデータにおいては、３次元モデルごとに、「柱」や
「梁」という役割などが識別可能な状態で入力される

• 体積などの数量情報を保有している
• 必要に応じてメーカーや性能などの情報が記入される

■BIMデータからの数量拾い

1階 2階
エントランス 6.1 ㎡ 事務所 87.4 ㎡ BIM 研修

ホール 10.9 ㎡ ロッカー室 3.4 ㎡ １階 24.4 23.1
倉庫 2.3 ㎡ 洗面 1.8 ㎡ ２階 105 106
EV 5.1 ㎡ トイレ 1.5 ㎡ ３階 105.1 106
合計 24.4 ㎡ 脱衣室 1.4 ㎡ ４階 88 88.6

シャワー室 0.8 ㎡
湯沸室 3.3 ㎡
EV 5.1 ㎡
PS 0.3 ㎡
合計 105.0 ㎡

3階 4階
事務所 89.7 ㎡ 事務室 72.6 ㎡

ロッカー室 3.4 ㎡ ロッカー室 3.4 ㎡
洗面 1.8 ㎡ 洗面 1.8 ㎡
トイレ 1.5 ㎡ トイレ 1.5 ㎡
湯沸室 3.3 ㎡ 湯沸室 3.3 ㎡
EV 5.1 ㎡ EV 5.1 ㎡
PS 0.3 ㎡ PS 0.3 ㎡
合計 105.1 ㎡ 合計 88.0 ㎡

BIMデータ 面積表
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（資料61）

■竣工BIMデータの作成

（資料62）
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（資料63）

（資料64）

BIM データを抽出し、固定資産評価用 Excel に記入するイメージ ①
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（資料65）

BIM データを抽出し、固定資産評価用 Excel に記入するイメージ ②

（資料66）

■BIMデータの構造
• 設備類については、機器メーカーからBIMデータが配布
されるようになっている

• カタログと連動したBIMデータも登場した
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（資料67）

（資料68）

■評点基準との紐づけ計算
• BIMデータは建物を作るための手段として発達してきて
おり、現状でもその利用者の大半は設計者や施工者で
ある

• 一方で新築工事において発生する温室効果ガスの発生
量をＣＯ２換算で計算することが求められるようになり、
設計者や施工者が必ずしも専門家ではない評価業務が
登場している

• そのため、BIMデータと各種評価を紐づけるシステムが
登場し始めている

• レクパス・オート5のBIM連動版など固定資産評価におい
ても、評点基準とＢＩＭデータを紐づける方法やデータ
ベースが整備されれば、工事前に評価を自主的に行う
事業者が登場する可能性もある

■BIMデータとの連携上の課題
• 建築工事側では、「数量」や「面積」１つとっても目的によ
りさまざまに使い分けが存在し、固定資産評価における
数量や面積がどの段階のものを示すのかを解説する必
要がある

• 補正係数を求める際の基準を設計や施工段階で用いら
れている材料の性能などの数値情報として明確に示す
必要がある

• 標準評点数を表形式でデジタル化して配布するなど、固
定資産評価に関する情報を利用しやすい環境を構築す
るオープン化を進める必要がある
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（資料69）

クラウド

レクパス・オート５（（LGWAN・AI-OCR））

レクパス・オート5（LGWAN・AI-OCR）は、工事見積書の存在が前提とされる非木造家屋を対象と
する明確計算の評価業務を支援するシステムである。工事見積書の「文字」を読み取る「見積書読取
り工程」(Ａ工程）及び文字情報を評点基準表の評点項目と紐付けて計算まで行う「評価基準紐付け計
算工程」(Ｂ工程）の２つの工程（サブシステム）から構成される。

②評価基準紐付け計算工程（Ｂ工程）

システム構成図

①見積書読取り工程（Ａ工程）

見積書
Excelファイル

工事見積書
ＰＤＦ

評価計算書
等出力


